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事
業
主
の
か
た
へ

　
特
別
徴
収
と
は
、所
得
税
の
源
泉
徴
収
と

同
様
に
、事
業
主
が
毎
月
の
給
与
を
支
払
う

際
に
、従
業
員
の
個
人
住
民
税
を
差
し
引
い

て
、納
税
義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代
わ
っ

て
、市
町
村
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、地
方
税
法
な
ど
に
よ
り
、

原
則
、所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
行
う
全
て
の

事
業
主（
給
与
支
払
者
）に
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
事
業
主
の
か
た
は
、1
月
末
ま
で
に
提
出

を
お
願
い
し
て
い
ま
す「
給
与
支
払
報
告

書
」を
提
出
の
際
、普
通
徴
収
が
認
め
ら
れ

る
場
合（
不
定
期
給
、退
職
予
定
な
ど
）を
除

い
て
、「
特
別
徴
収
」と
し
て
ご
提
出
く
だ
さ

い（
下
図
①
。以
下
②
→
⑤
と
な
り
ま
す
）。

【
従
業
員
に
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
？
】

・ 

納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。

・ 

住
民
税
の
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

・ 

普
通
徴
収(

個
人
納
付)

の
納
期
は
年
4
回

で
す
が
、特
別
徴
収
は
年
12
回
と
な
り
、1

回
あ
た
り
の
納
税
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

【
事
業
主
の
手
続
き
の
負
担
は
？
】

・ 

個
人
住
民
税
は
市
町
村
が
税
額
計
算
し

通
知
す
る
の
で
、所
得
税
の
よ
う
に
、税
額

を
計
算
し
た
り
年
末
調
整
を
す
る
よ
う
な

手
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
高
額
療
養
費
制
度
と
は
、1
カ
月

に
医
療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
で
支

払
っ
た
額
が
、所
得
に
応
じ
た
限
度

額
を
超
え
た
と
き
に
、超
え
た
額
を

払
い
戻
す
も
の
で
す（
事
前
の
認
定

が
必
要
）。

　
平
成
27
年
1
月
か
ら
、70
歳
未
満

の
か
た
の
高
額
療
養
費
の
自
己
負

担
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、平
成
26
年
8
月
～
12
月
に

申
請
を
さ
れ
て
認
定
証
を
お
持
ち

の
か
た
に
は
、新
し
い
認
定
証
を
平

成
26
年
12
月
に
郵
送
し
ま
し
た
。 

自己負担限度額
4 回目以降

住民税課税世帯

8 万 3,400 円

4 万 4,400 円

住民税非課税世帯
2 万 4,600 円

3 回目まで

15 万円（医療費が 50 万円を超えた場
合は超えた分の 1％加算）
8 万 100 円（医療費が 26 万 7,000 円を
超えた場合は超えた分の 1％加算）

3 万 5,400 円

世帯の年間所得

600 万円超

600 万円以下

-

住民税課税世帯

14 万 100 円

9 万 3,000 円

4 万 4,400 円

4 万 4,400 円
住民税非課税世帯

2 万 4,600 円

25 万 2,600 円（医療費が 84 万 2,000
円を超えた場合は超えた分の 1％加算）
16 万 7,400 円（医療費が 55 万 8,000 円
を超えた場合は超えた分の 1％加算）
8 万 100 円（医療費が 26 万 7,000 円を
超えた場合は超えた分の 1％加算）
5 万 7,600 円

３万 5,400 円

901 万円超

600 万円超～
901 万円
210 万円超～
600 万円
210 万円以下

-

各市町村事業主従業員など

従業員の住所地特別徴収義務者納税義務者

給与支払報告書
①

特別徴収税額通知（5月末まで）
③

特別徴収税額通知（5月末まで）
③

給与から住民税を徴収
（6月～翌年 5月毎月
の給与支給日）
④

徴収した税額を納入
（給与支払日の翌月 10
日まで）
⑤

70
歳
未
満
の
か
た

改
正
前

改
正
後

②税額計算

個
人
住
民
税(

市・県
民
税
）は

特
別
徴
収
で
納
め
ま
し
ょ
う

●問い合わせ● 
市民税課

☎ 829-1133

へ

高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し
た

●問い合わせ● 
国民健康保険課
☎ 829-1136
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